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令和６年第６回教育委員会定例会会議録 

 

１．開会日時及び場所 

   開会 令和６年６月27日（木）午後２時00分 

   場所 能勢町役場本館会議室（１） 

 

２．出席委員 

教育長 加堂 恵二  職務代理者 中澤 安弘  委 員 市村 依子 

委 員 的場 麻子  委 員 泉 孝英 

 

３．事務局職員出席者 

教育次長 百々 孝之、学校教育総務課長 古畑 まき 

学校教育総務課付学校指導担当課長 川本 重樹、生涯学習課長 奥 成久 

学校教育総務課教育総務担当係長 小坂 和正 

 

４．傍聴者数 １名 

 

５．議事の次第  

百々次長 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

＜開会＞ 

 

＜挨拶＞ 

午前中の学校訪問ご苦労様でした。１年ぶりに授業参観をしていただき、５

つの授業を見てもらいました。参観後、教育委員の皆様から適切なご指摘もい

ただき、大変有意義な時間を過ごすことができました。 

それでは定例会を始めてまいります。会議録の署名について、第６回定例会

会議録署名委員は、的場委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。 

議案第 19 号「能勢町いじめ問題懇話会委員の委嘱について」を議題とします。

事務局の説明を求めます。 

 

本件については、能勢町いじめ問題懇話会委員を委嘱することについて、承

認を求めるものです。 

 ２枚目の名簿に示していますとおり、５人の方に委嘱するものであり、新任

の方は２名となります。１番の方は、今年度からスクールソーシャルワーカー

として能勢ささゆり学園で児童生徒に関わる様々な問題に対応していただいて

います。３番の方については、大阪弁護士会からの推薦を受けてお願いしてい

るものです。２番及び４番、５番の方は、本年３月末までいじめ問題懇話会委

員として務めていただいていた方で、引き続き懇話会委員としてお願いするも
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加堂教育長 

 

 

 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

市村委員 

 

 

百々次長 

 

加堂教育長 

 

 

 

一同 

 

加堂教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

のです。任期については、条例の第11条第３項の規定により、委嘱の日から令

和８年３月31日までとなります。 

 議案第19号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよ

ろしくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第19号は原案のとお

り承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第19号は承認することに決定しました。 

 

続きまして「令和６年第５回定例会会議録」の承認を行います。 

何か意見などがあればお願いします。 

 

 ２ページの百々次長の発言で、７行目、８行目の文末が続けて「もので

す。」で終わっていて、文脈に少し違和感があります。 

 

 ７行目の文末を「行っていました。」に訂正させていただきます。 

 

他にございませんか。 

ないようですので、「令和６年第５回定例会会議録」については、ご指摘い

ただいた箇所を訂正の上、承認してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

「令和６年第５回定例会会議録」を承認します。 

次に「教育長報告」を行います。 

 

６月８日(土)能勢ささゆり学園運動会（１～４年生）が開催されました。 

６月11日(火)校長・副校長会を開催しました。 

６月21日(金)能勢郷土史研究会総会が開催されました。 

６月24日(月)教頭会を開催しました。 

６月25日(火)大阪府教育庁教職員人事課参事が来庁されました。 

６月26日(水)大阪府教育庁小中学校課参事が来庁されました。 
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百々次長 

 

 

 

 

加堂教育長 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月27日(木)能勢ささゆり学園を学校訪問しました。 

      教育委員会定例会を開催しています。 

 

引き続き「議会関係」です。 

６月17日(月)６月定例会議本会議が開催されました。 

６月18日(火)６月定例会議本会議が開催されました。 

６月19日(水)６月定例会議本会議が開催されました。 

６月20日(木)予算常任委員会が開催されました。 

６月21日(金)６月定例会議本会議が開催されました。 

 

続きまして、６月17日及び18日に行われた６月定例会議の一般質問と答弁につ

いて、ご報告させていただきます。 

教育委員会に対する一般質問につきましては、難波議員から学校給食でストロ

ーレス牛乳を取り入れた経過について質問があり、具体的な内容について答弁い

たしました。 

 

追加説明をさせていただきます。井上議員からも一般質問がありました。子ど

もの生活実態調査を踏まえて、どのような施策を展開していくのか質問があり、

福祉課が代表して答弁したため、教育委員会からの答弁に関する資料はございま

せん。（福祉課の答弁内容について説明） 

 

続きまして、その他に入ります。 

その他について、事務局より何かありますか。 

 

〇能勢町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価結果報告書（令

和５年度実施事項対象）（素案）について 

  

 それでは、令和５年度実施事業を対象とする、能勢町の教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検・評価結果報告書の素案について、少し時間をいただ

き、その概要を説明させていただきます。 

 なお、この報告書については、８月下旬開催予定の第８回定例会において最終

のお諮りをし、決定していただくこととしています。それまでの間に、委員の皆

さまからご意見、ご質疑をいただく機会を設けさせていただきますので、よろし

くお願いします。 

 まず、目次と１ページ、２ページの「Ⅰ点検・評価制度の概要」です。「令和

４年度」を「令和５年度」に改めています。それから、点検評価委員には三村委

員に代わり、新たに安部氏にご就任いただいています。 

３ページ、Ⅱ１の委員名簿については、本年３月31日現在のものを記載してい
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ます。昨年度からは、職務代理者のところで的場委員から中澤委員に変更してい

ます。 

 その下、２の教育委員会会議の状況です。 

 令和４年度と比べ、定例会、臨時会は、ともに同回数となりました。議決事案

については２件の増、報告事案については１件の減となっています。開催日や付

議案件の詳細については、以下、５ページまでに記載しているとおりですので、

ご確認願います。 

 ５ページの下から６ページにかけては、「３．学校等への視察・訪問の状況」

ですが、令和５年度においては１学期に１回、２学期に１回、ささゆり学園への

訪問をしていただき、２学期については能勢地域学校連携・一貫教育SDGｓフェ

スタを見学いただきました。 

 その下、関係行事と研修会等への参加の状況については、記載のとおりですの

で、ご確認願います。研修会等についてはオンラインでの開催が多くなっていま

す。また、昨年度は琵琶湖資料博物館の視察研修を行いました。 

 ７ページの「総合教育会議の状況」ですが、「義務教育学校３年目を迎えるに

あたって」をテーマとして協議をしていただきました。 

 ８ページと９ページ、「Ⅲ点検・評価結果」として事業の一覧を示しています。 

なお、対応する点検・評価調書のページ数が空白となっていましたので、机上

に配布したページと差し替えをお願いします。 

 令和５年度の教育基本方針の別冊「令和５年度に取り組む主な事業」として掲

げたものについて、全部で19の調書を作成しました。基本方針において設定した

27項目の重点施策のうち、19項目を抽出した形となっています。令和５年度の教

育基本方針と項目を整合させていますので、昨年度の点検評価報告書とは並び

に違いがあることをご留意願います。 

 それぞれの評価については記載のとおりですが、19の調書のうち、「達成」が

16件、「概ね達成」が３件となっています。ちなみに、令和４年度においては、

20の調書のうち、「達成」が７件、「概ね達成」が12件、「未達成だがその方向に

進んでいる」が１件でした。 

 次の10ページから43ページまで、点検・評価調書についての説明となります

が、点検結果のところを中心に、かいつまんでの説明とさせていただきますの

で、ご了承願います。 

それから、全ての調書を通じての「指標」の設定についての考え方です。基本

的に、それぞれの事業の状況を示すものとして適当と思われるものを選定した

ところです。掲げている事業の中には、目標を設定すること自体がなじまないと

思われるものもあると考えますが、あくまでも、事業の状況の一端を数値として

示すことができるものということでご理解をいただきたいと思います。 

 それではまず、10ページから12ページの経常（事務局費）、学力向上支援事業、

英語教育推進事業、ICT教育環境管理事業です。 
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 11ページの一番下、指標の一部で少し低下が見られましたが、12ページの点検

結果に記載のとおり、昨年度に課題となっていた学力向上支援事業におけるア

フタースクール受講者数も増加し、ICT教育環境管理事業におけるデジタルドリ

ルの使用実績も大きく増加し利用が進んでいます。しかしながら、全体の学力向

上にまでには至っていないことから、「概ね達成」の評価としました。 

 次に、13ページ、14ページの能勢地域学校連携・一貫教育事業です。 

 この事業については、点検結果に記載のとおり、SDGｓフェスタの開催のほか、

分校体験会などを開催するなど分校への進学者も一定数あったところではあり

ますが、三つ目の「○」に記載のとおり、里山留学では受入家庭の確保や地域み

らい留学事業では希望生徒を見いだせなかったなどの課題が見受けられたこと

から、「概ね達成」の評価としました。 

 次に、15ページの子ども支援対策事業です。 

 この事業の点検結果としては、指標にもなっている校内アンケートのうち、

「学校に来るのが楽しい」の項目が前期・後期課程とも昨年より増加しているこ

と、自立活動支援教室の実施回数も増加していることから、「達成」の評価とし

ました。 

 次に、16ページの人権教育推進事業です。 

 点検結果としては、当初に予定していたものが実施できていると認められる

ことから、「達成」の評価としました。 

 次に、17ページ、18ページの経常（事務局費）、児童生徒指導調査、子ども支

援対策事業です。 

 17ページの下、２つの指標のうち、いじめ認知件数は減少しています。不登校

件数は昨年より増加していますが、次のページの点検結果に記載のとおり、欠席

理由が「病気」「その他」であった児童生徒について専門家とともに分析し、「不

登校」として見直したことなどによるものです。教育支援センターの開設や本年

度から校内教育支援員を配置したことなど取り組みが進んでいることから「達

成」の評価としました。 

 次に、19ページ、20ページの体力・運動能力、運動習慣等調査、体力づくり推

進事業です。 

 20ページ、点検結果の１つ目の「○」に記載のとおり、運動やスポーツをする

ことは好きと答えた割合が男女ともに全国平均を上回っており、２つ目の「〇」

に記載のとおり体力向上アクションプランを策定し取り組んだ結果、全国体力

テスト8年生の20ｍシャトルランの結果も昨年の結果を上回っており、取組みが

進んでいると認められることから、評価としては「達成」としました。  

 次に、21ページ、22ページの就学時健康診断、児童生徒健康管理、学校教育無

償化事業です。この点検結果については、指標にある就学前児童健診受診率や学

校健診受診率が全体的には高いレベルにあると認められるところから、「達成」

の評価としました。 
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 次に、23ページの職場体験事業、奨学資金貸与事業です。 

 事業実績としては、今年度より新たに地域インターンシップ事業所として町

内事業所における職場体験を実施したほか、キャリアチャレンジデイ、キャリ

ア・パスポートの取組も順調に進んでいるところですが、指標にある回答割合が

二つともに昨年より低下し課題と考えられることから、「概ね達成」の評価とし

ました。 

 次に、24ページ、25ページの経常（事務局費）、地域学校協働本部事業、PTA事

業です。 

 点検結果に記載のとおり、新型コロナウイルスの５類移行を受けて授業参観

などの学校行事が再開されたことにより、地域学校協働本部事業の支援回数の

増加など、地域で学校を支える意識が強くなったこと。またPTA事業の「ささゆ

りフェスタ」の開催など創意工夫をもって学校運営協議会や地域学校協働本部

が活動できたと認められることから、評価としては「達成」としました。 

 次に、26ページ、27ページの放課後居場所づくり推進事業、子どもの居場所づ

くり事業、児童館推進事業です。 

 令和５年度においては、長期休業期間中の子どもの居場所づくり事業が夏休

み・冬休みともに実施できたほか、放課後居場所づくり推進事業、児童館推進事

業が、計画どおり実施できたことから、「達成」の評価としました。 

 次に、28ページ、29ページの人事権移譲業務です。 

 指標として、研修終了後のアンケート調査の結果を掲げていますが、この数値

については、豊能地区内全受講者の平均点数ですので、ご了承願います。 

 点検結果については、当初に予定していたものが実施できていることや、指標

においてもアンケート調査結果が前年度を上回っていると認められることか

ら、「達成」の評価としました。 

 次に、30ページ、31ページの経常（学校管理費）、学校施設整備事業、黄色い

ハンカチ事業です。 

 これらの事業については、学校管理包括委託に加え、学校施設整備事業につい

ては、スクールバス購入やトイレ洋式化工事などを実施したほか、令和４年度に

新型コロナウイルスの影響により実施できなかった、しあわせ守り隊員との意

見交換会が開催できたことなど事業目標に沿って適切に執行できたと認められ

ることから、「達成」の評価としました。 

 次に、32ページの児童生徒の就学援助費です。 

 この事業については、制度の趣旨に則り、申請を受け、資格要件に該当する児

童生徒に対し援助を行っているもので、当初の予定どおり適切に執行できてい

ると認められることから、評価としては「達成」としました。 

 次に、33ページの生涯学習センター運営管理、生涯学習講座事業です。 

 これらの事業については、生涯学習センターの貸館業務においては、コロナ禍

以前まで利用状況が回復したこと、図書室運営においては計画していた事業が
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実施できたことなどにより、指標に掲げる生涯学習センター利用人数や図書室

貸出冊数などが増加に転じており、事業目標に沿って適切に執行できたと認め

られることから、「達成」の評価としました。 

 次に、35ページの子ども会育成事業、20歳のつどいです。 

 点検結果に記載のとおり、子ども会育成会の負担軽減を図りつつ、町事業との

共催事業として必要な事業支援を行ったこと、また、20歳のつどいにおいても運

営委員会を組織し企画運営を行うなど、事業計画に沿って適切に執行できたと

認められることから、「達成」の評価としました。 

 次に、36ページの識字学習推進事業です。 

 点検結果に記載のとおり、４年ぶりに実地研修を開催できたほか、識字教室を

計画通り実施できていると認められることから、点検結果としては「達成」の評

価としました。 

 次に、37ページ、38ページの経常（文化財保存事業）、能勢郷土史研究会補助

事業、天然記念物診断・保全対策事業、けやき資料館運営管理、文化財説明版整

備保守事業、けやき資料館施設整備事業です。 

 これらの事業については、けやき資料館のトイレ洋式化などの整備を行った

ほか、文化財説明板整備保守事業、天然記念物診断・保全対策事業など当初に予

定していたものが実施できていると認められることから、点検結果としては「達

成」の評価としました。 

 次に、39ページ、40ページの経常（保健体育総務費）、体育連盟運営事業、B&G

海洋センター・名月グラウンド運営管理事業です。 

 事業実績や指標に記載のとおり、新型コロナウイルスの５類移行したことな

どにより海洋センター等の利用者は増加に転じており、スポーツ推進委員会や

体育連盟事業など事業計画に沿って適切に執行できたと認められることから、

評価としては「達成」としました。 

 最後に41ページから43ページの淨るりシアター自主事業、能勢人形浄瑠璃創

造発信事業、「能勢の浄瑠璃」の保存・継承、浄るり公演事業、淨るりシアター

施設整備事業、能勢芸術文化祭事業です。 

 淨るりシアター開館30周年としてコンサートや大阪プロレスの20年ぶりの開

催、創意工夫を凝らした能勢人形浄瑠璃鹿角座の６月本公演など30周年事業と

して芸術文化事業を実施できたことなど、計画どおり事業が実施出来ていると

認められることから「達成」の評価としました。 

 次に、44ページから48ページまでの「Ⅳ令和５年度 教育委員会の活動の総

括」です。この総括については、19件の点検・評価調書において示した点検結果

及び今後の取組を踏まえ、また、その中から抽出する形で、令和５年度教育基本

方針の重点課題ごとにまとめたものです。一つひとつの説明は割愛をさせてい

ただきますので、それぞれご一読いただきますようお願いします。 

次に、この報告書の作成に係る今後のスケジュールです。机上に配布したスケ
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ジュール案をご覧願います。 

 まず、本日は、素案の概要説明をさせていただきました。 

 調書にあっては48ページに及ぶ大変ボリュームのあるもので、また、今述べた

説明も概略にとどめたところですので、改めてお読みいただき、ご意見等をお聞

かせいただければと思います。 

今、お気付きの点やご不明な点があれば、おっしゃっていただければと思いま

すが、ご意見、質疑等を受ける１回目の期限を、まずは７月５日とさせていただ

きたいと思います。できるだけ紙ベースやメールなど、形に残るようにしていた

だければと思います。いただいたご意見、ご質疑等を踏まえ、７月31日に予定し

ている点検評価委員さんとの意見交換会に向けて、報告書の案を７月12日まで

にまとめたいと考えています。 

７月５日以降に何かお気付きの点があれば、31日の意見交換会、あるいは意見

交換会の後に予定されている第７回定例会の際にご指摘いただければと思いま

す。 

７月31日の意見交換会の後、点検評価委員さんからいただいたご意見とご助

言を踏まえ、資料では空白となっている９番のところ、８月21日を想定していま

すが、第８回定例会には最終の案を作成したいと考えていますので、教育委員さ

んからいただくご意見等については、８月９日を最終の期限にさせていただき

たいと思います。 

そして最後に、この後日程を決めていただく８月の定例会において、議案とし

て提出をし、ご承認をいただきたいと考えていますので、よろしくお願いしま

す。 

 大変長々と雑ぱくな説明となりましたが、素案の概要説明は以上のとおりで

す。よろしくお願いします。 

   

○能勢町立学校における熱中症対策ガイドラインについて 

 ※配布資料により説明 

  

○夏季休業中に実施する水泳指導「トビウオ教室」について 

 ※配布資料により説明 

開催日時：８月７日（水）～８月９日（金）各日８時30分～11時 

  対象：能勢ささゆり学園３～６年 50名程度（先着順） 

 

〇後援名義の使用許可について 

 ※配布資料により説明 

 （後援名義） 

  ・人権啓発講座「男女共同参画」 

  ・人権啓発映画会「前科者」 
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  ・第54回大阪府人権教育研究豊能大会 

・第67回大阪府小学校音楽教育研究大会豊能大会、第65回大阪府中学校音楽 

教育研究大会豊能大会 

  ・第53回北摂「障害」のある子どもの高校進学を考える学習会 

 ・８．９親子で観る人権平和映画会 

 

○昭和も良かっ展…『懐かしさ』が心をくすぐる… 

 ※配布資料により説明 

  開催日時：７月27日（土）～８月９日（金）９時～16時（火曜日休み） 

  場所：能勢町生涯学習センター２階 

 内容：昔ばなし読み聞かせ、パネルシアター、昔なつかし展示、昔のおも

ちゃ工作コーナー、昔なつかし遊びコーナー、こんなにちがう！昔

ばなし今昔クイズ 

 

○「第19回小中一貫教育全国サミットinびんご府中」（令和６年９月27日、28

日）について 

（次回定例会での出欠報告を依頼） 

 

他に何かございませんか。 

ないようですので、次回定例会等の日程調整を行います。 

 

令和６年第７回定例会を７月31日（水）午後３時としておりましたが、よろし

いでしょうか。 

 

異議なし。 

 

令和６年第７回定例会は、７月31日（水）午後３時からと決定します。 

続きまして、令和６年第８回定例会の日程調整を事務局からお願いします。 

 

令和６年第８回定例会は８月27日（火）午後２時からを提案します。 

 

よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

令和６年第８回定例会は、８月27日（火）午後２時からを予定します。 

他にございませんか。 

（特になし） 
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ないようですので、これで本日の定例会を終了いたします。 

 

  

       （閉会 午後２時50分） 

 


